
第Ⅰ章　森林の整備・保全

82－令和６年度森林及び林業の動向 

(防災・減災、国土強靱
じん

化に向けた取組) 
「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」(令和２(2020)年12月閣議決定)

において重点的に取り組むべきとされている、人命・財産の被害を防止・最小化するため
の対策として、林野庁では、山地災害危険地区53や重要なインフラ施設周辺等を対象とし
た治山対策及び森林整備に取り組むとともに、あらゆる関係者で協働して水災害対策を実
施する「流域治水54」の取組を関係省庁と連携して推進しており、具体的には、森林の保水
力の維持・向上のための対策、砂防事業と連携した土砂・流木の流出抑制対策を実施して
いる。 

また、林野庁では、令和２(2020)年度に学識経験者を交えて「豪雨災害に関する今後の
治山対策の在り方検討会」を開催し、令和３(2021)年３月に、激甚化する山地災害・洪水
被害に対応するため重点的に取り組むべき治山対策の方向性を取りまとめた。これを踏ま
え、森林・林業基本計画及び全国森林計画において、土砂流出量の増大や流木災害の激甚
化等に対応して、きめ細かな治山ダムの配置等による土砂流出の抑制や渓流域での流木化
のおそれのある危険木の伐採等を推進するとともに、洪水被害が甚大になることが懸念さ
れる中、保安林整備と山腹斜面の雨水の分散を図る筋工55等の組合せによる森林土壌の保
全強化を進めることとしている。 

さらに、既存治山施設を有効活用するため、補修や機能強化(かさ上げ、増厚、流木捕捉

 
53 都道府県及び森林管理局が、山地災害により被害が発生するおそれのある地区を調査・把握しているものであり、昭

和47(1972)年に調査が開始されて以来、事業実施箇所の選定等に活用している。 
54 流域治水の取組については、「令和４年度森林及び林業の動向」特集第４節(２)21-22ページを参照。 
55 山地斜面において、丸太を等高線に沿って配置し、地表水を分散させ表面侵食を防止するとともに、土壌を保持し雨

水の浸透を促進する工法。 

事例Ⅰ－11 令和６年能登半島地震における航空レーザ計測の活用 
石川県では、令和６年能登半島地震による山地災害や林道施設等の早期復旧を図るため、

令和６(2024)年１月に閣議決定された「被災者の生活と生業(なりわい)支援のためのパッ
ケージ」の一環として、林野庁が国土地理院と連携して実施した航空レーザ計測データの成
果を活用し、被災地の復旧・復興に取り組んでいる。 
 具体的には、亀裂や崩壊箇所の把握が可能な微地形表現図等を活用した目視での確認が
困難な危険箇所の早期把握、崩壊箇所や堆積域のデータを活用した治山事業計画の検討、地
震に伴う地形変化量データを活用した測量・設計の効率化等に取り組んでいる。 

これらのデータの活用も進めながら、復旧業務の効率化・円滑化を図っている。 

航空レーザ計測データを活用した崩壊箇所や地形変化量等の把握 
地震後の航空写真 微地形表現図 地形変化量図 
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